
■時 日時   ■場 会場   ■内 内容   ■対 対象   ■定 定員   ■費 参加費  ■申 申し込み  ■問 問い合わせ   ■ＨＰ ホームページ   ■メール メールアドレス   ■他 そのほか   ■携 携帯電話凡例

家
庭
用
浄
水
器
の
購
入
や

 　
　
　
　
　
 設
置
費
用
を
補
助

　
市
で
は
、
地
下
水
汚
染
対
策
を
推

進
し
、
市
民
の
健
康
を
保
持
す
る
た

め
、
浄
水
器
の
設
置
費
用
の
一
部
を

補
助
し
て
い
ま
す
。

■対 
汚
染
が
確
認
さ
れ
た
井
戸
水
を
使

用
し
て
い
る
人
。

【
該
当
項
目
】
次
の
い
ず
れ
か
の
項

目
が
基
準
値
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

胸
硝
酸
性
窒
素
、
亜
硝
酸
性
窒
素

（
　
葵
／
渥
）。

10胸
ヒ
素
（
0
・
　
葵
／
渥
）。

01

胸
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
0
・
　01

葵
／
渥
）。

胸
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
0
・

　
葵
／
渥
）。

01胸
シ
ス
―
1
街
2
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
（
0
・
　
葵
／
渥
）。

04

【
対
象
浄
水
器
】
次
の
す
べ
て
の
項

目
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

胸
飲
料
水
を
供
給
す
る
給
水
装
置
に

接
続
で
き
る
こ
と
。

胸
浄
水
能
力
が
1
時
間
当
た
り
5
渥

以
上
で
あ
る
こ
と
。

胸
通
常
の
使
用
方
法
に
お
け
る
耐
用

年
数
が
5
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。

胸
製
造
者
に
よ
る
無
償
修
理
保
証
期

間
が
1
年
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

【
対
象
基
数
】

胸
1
世
帯
当
た
り
1
基
。

※
2
世
帯
以
上
の
世
帯
が
同
一
の
住

居
に
居
住
す
る
場
合
は
1
住
居
当
た

り
2
台
を
限
度
と
し
ま
す
。

【
補
助
要
件
】

臼
市
内
に
専
用
住
宅
な
ど
を
有
し
、

当
該
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

渦
●1 
に
お
い
て
住
宅
の
敷
地
に
隣
接

す
る
道
路
に
上
水
道
配
水
管
が
敷
設

さ
れ
て
お
ら
ず
、
地
下
水
の
ほ
か
に

飲
料
水
の
確
保
が
困
難
で
あ
り
、
当

児
童
手
当
・
特
例
給
付
現
況
届

の
提
出
期
限
は
6
月
　
日
で
す

30

　
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
し

て
い
る
人
に
、
現
況
届
に
関
す
る
書

類
を
5
月
　
日
に
郵
送
し
ま
し
た
。

30

　
こ
の
届
は
、
6
月
1
日
に
お
け
る

状
況
を
確
認
し
、
引
き
続
き
受
給
資

格
が
あ
る
か
確
認
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。

　
現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
6
月

分
以
降
の
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な

る
の
で
、
添
付
書
類
を
同
封
し
必
ず

左
記
ま
で
提
出
（
郵
送
可
）
し
て
く

だ
さ
い
。

※
平
成
　
年
6
月
か
ら
平
成
　
年
5

28

29

月
ま
で
の
手
当
額
は
平
成
　
年
中
の

27

所
得
額
で
判
定
し
ま
す
。
所
得
制
限

限
度
額
超
過
の
世
帯
の
場
合
、
月
額

一
人
5
街
0
0
0
円
の
特
例
給
付
と

な
り
ま
す
。

※
公
務
員
は
所
属
庁
か
ら
の
支
給
に

な
る
の
で
、
職
場
で
確
認
く
だ
さ
い
。

■問 
子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
班
（
緯

内
線
2
4
8
）。

該
地
下
水
の
水
質
が
基
準
水
質
に
適

合
し
な
い
こ
と
。

嘘
5
年
以
内
に
補
助
対
象
浄
水
器
の

設
置
に
係
る
補
助
を
受
け
て
い
な
い

こ
と
。

唄
補
助
対
象
者
、
同
一
世
帯
員
に
市

税
の
未
納
が
な
い
こ
と
。

欝
申
請
者
が
実
績
報
告
書
を
提
出
す

る
時
点
で
、
申
請
者
の
住
所
が
当
該

浄
水
器
を
設
置
し
た
所
在
地
と
し
て

登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

【
補
助
率
】

　
浄
水
器
購
入
、
設
置
に
要
す
る
費

用
の
2
分
の
1
（
上
限
　
万
円
）。

15

■他 
設
置
の
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問 
環
境
保
全
課
環
境
指
導
班
（
緯
内

線
3
6
3
）。

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

　
　
　
　
　
　
駆
除
費
を
補
助

　
市
で
は
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
の
駆
除

費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

■対 
巣
が
所
在
す
る
土
地
の
所
有
者
。

ベ
ビ
ー
と
マ
マ
の
テ
ィ
ー
ル
ー
ム

　
子
育
て
中
の
マ
マ
が
、ほ
っ
と
ひ
と

息
出
来
る
よ
う
な
場
を
提
供
し
ま
す
。

胸
地
区
健
康
推
進
員
主
催
。

■時 
7
月
5
日
峨
・
午
前
　
時
～
　
時

10

11

　
分
。

30■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
。

■内 
地
区
健
康
推
進
員
が
作
る
簡
単
な

お
や
つ
と
お
茶
を
楽
し
み
な
が
ら
、

マ
マ
同
士
で
お
し
ゃ
べ
り
し
ま
し
ょ

う
。

■対 
1
歳
6
カ
月
く
ら
い
ま
で
の
子
と

そ
の
保
護
者
（
お
孫
さ
ん
の
お
守
り

を
し
て
い
る
祖
父
母
の
参
加
も
可
）。

■定 
　
組
。

15
■費 
無
料
。

■他 
飲
み
物
や
お
む
つ
な
ど
を
持
参
。

■申 
事
前
に
電
話
ま
た
は
左
記
窓
口
ま

で
（
先
着
順
）。

■問 
本
埜
保
健
セ
ン
タ
ー
（
緯
碓97 
1
1

1
1
嘩
）。

胸
補
助
金
額
…
駆
除
費
の
2
分
の
1

（
上
限
5
0
街
0
0
0
円
）。　

※
ス
ズ
メ
バ
チ
以
外
の
ハ
チ
の
巣
の

駆
除
や
巣
の
駆
除
が
行
わ
れ
な
か
っ

た
場
合
の
出
張
費
な
ど
は
、
補
助
金

の
対
象
外
で
す
。

■他 
ス
ズ
メ
バ
チ
以
外
の
ハ
チ
の
巣
の

駆
除
の
た
め
の
防
護
服
を
貸
し
出
し

て
い
ま
す
。

■申 
巣
の
駆
除
は
市
が
依
頼
し
た
業
者

が
行
い
ま
す
。
補
助
を
受
け
る
に
は

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

■問 
環
境
保
全
課
環
境
指
導
班
（
緯
内

線
3
6
3
）、
印
旛
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
（
緯
碓98 
1
1
1
1
）、
本
埜
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
緯
碓97 
1
1
1

1
）。

（7）平成28年（2016）6月1日号

子
育
て

環
境

猿
ハ
ン
ド
ベ
ル
無
料
体
験
会

■時 
6
月
　
日
我
・
午
前
9
時
～
。

22

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
。

■内 
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ハ
ン
ド
ベ
ル
を

演
奏
し
ま
す
。
■定 
　
人
。

12

■申 
　
日
牙
ま
で
に
電
話
で
左
記
へ

16
（
先
着
順
）。

■問 
金
田
（
■携 
0
9
0
―
9
6
7
0
―

3
4
5
5
）。

猿
伝
統
文
化
書
道
教
室
参
加
者

募
集

■時 
6
月
4
日
臥
～
　
月
3
日
臥
・
い

12

ず
れ
も
午
前
　
時
～
　
時
　
分
（
全

10

11

30

8
回
）。

■場 
中
央
駅
前
地
域
交
流
館
。

■対 
小
学
生
。
■定 
　
人
。

20

■費 
1
回
5
0
0
円
（
参
加
費
）。

■申 
事
前
に
左
記
へ
（
先
着
順
）。

■問 
坂
本（
■携 
0
8
0
―
1
2
9
8
―

7
6
4
7
・
■メール m

ak
k
o
2
1
1
8
0
1

@
y
ah
o
o
.co
.jp

）。

猿
印
西
い
ー
ま
ち
会
花
植
え

■時 
6
月
4
日
臥
・
午
後
1
時
～
（
雨

天
時
、　
日
臥
・
午
後
1
時
～
）。

11

■場 
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
中
央
駅
北
側

花
壇
。

■対 
ど
な
た
で
も
。

■申 
当
日
会
場
で
。

■他 
作
業
で
き
る
服
装
、
軍
手
、
園
芸

用
ス
コ
ッ
プ
を
持
参
。

■問 
田
中
（
■携 
0
9
0
―
9
3
8
6
―

3
0
4
2
）。

猿
あ
な
た
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
お

花
で
ア
レ
ン
ジ
し
て
ト
ー
ト

バ
ッ
グ
に
描
い
て
み
ま
せ
ん
か

■時 
6
月
7
日
峨
・
午
後
1
時
　
分
～
。

30

■場 
そ
う
ふ
け
公
民
館
。

■定 
　
人
。

10
■費 
1
街
0
0
0
円
（
材
料
代
な
ど
）。

■他 
エ
プ
ロ
ン
を
持
参
。

■申 
事
前
に
左
記
へ（
先
着
順
）。

■問 
ウ
エ
マ
ツ
（
緯
碓45 
0
3
2
2
）。

猿
印
西
歴
史
愛
好
会
定
例
会

■時 
6
月
　
日
蚊
・
午
前
　
時
～
。

12

10

■場 
小
林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
。

噛
講
師
…
三
浦
和
信
氏
（
元
千
葉
県

立
関
宿
城
博
物
館
館
長
）。

■内 
テ
ー
マ
「
房
総
半
島
に
お
け
る
縄

文
時
代
の
狩
猟
」。

■費 
7
0
0
円
（
参
加
費
）。

■申 
事
前
に
左
記
へ（
先
着
順
）。

■問 
印
西
歴
史
愛
好
会
・
志
賀
（
■携 
0

9
0
―
4
6
7
2
―
5
4
9
3
）。

猿
ふ
れ
あ
い
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン

印
西
市
ト
ッ
プ
レ
デ
ィ
杯
市
民

交
流
大
会

■時 
6
月
　
日
臥
・
午
前
　
時
　
時
～
。

25

11

30

■場 
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
い
ん
ば
。

■対 
女
性
市
民
。

■定 
　
人
。

48
■費 
5
0
0
円
（
参
加
費
）。

■申 
事
前
に
左
記
へ（
先
着
順
）。

■問 
事
務
局
（
■携 
0
9
0
―
2
3
3
1

―
5
1
0
4
）。

猿
就
労
継
続
支
援
B
型「
フ
ァ

イ
ン
ド
リ
ー
ム
」

■時 
月
曜
～
金
曜
日
・
午
前
　
時
～
午

10

後
5
時
。

■場 
印
西
市
草
深
2
3
2
1
ー
2
。

■内 
デ
ー
タ
入
力
、
清
掃
、
フ
ァ
イ
リ

ン
グ
、
工
芸
品
の
製
作
な
ど
。

■対 
障
が
い
者
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
。

■申 
事
前
に
左
記
へ
。

■問 
就
労
継
続
支
援
B
型
フ
ァ
イ
ン
ド

リ
ー
ム
（
緯
碓37 
3
9
5
5
）。

猿
布
佐
台
幼
稚
園「
に
こ
に
こ

教
室
」

■時 
6
月
　
日
臥
・
臼
午
前
　
時
～
午

25

11

後
　
時
　
分
、
渦
午
後
2
時
～
午
後

12

15

3
時
　
分
。

15

■場 
イ
オ
ン
モ
ー
ル
千
葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
3
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
。

■対 
未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者
。

■定 
各
回
　
人
程
度
。
■費 
無
料
。

30

■申 
事
前
に
左
記
へ
。

■問 
布
佐
台
幼
稚
園
（
緯
0
4
―
7
1

8
9
―
0
2
3
1
・
胃
0
4
―
7
1

8
9
―
0
2
2
1
）。

ミ
ニ
・
ガ
イ
ド

　
　
パ
ー
ト
衛

カ
ミ
ツ
キ
ガ

カ
ミ
ツ
キ
ガ
メメ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
例
年
、
田
ん
ぼ
に
水
が
入
る

こ
ろ
か
ら
活
動
が
活
発
に
な
る

カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
が
、
印
旛
沼
周

辺
の
市
町
で
多
数
発
見
さ
れ
、

捕
獲
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
は
あ
ご
が
強
く
、

外
敵
と
察
す
る
と
噛
み
つ
く
習
性

が
あ
り
危
険
で
す
。

　
も
し
、
カ
ミ
ツ
キ
ガ
メ
を
見
つ

け
た
場
合
は
、
絶
対
に
手
を
出
し

た
り
捕
ま
え
よ
う
と
せ
ず
、
速
や

か
に
最
寄
り
の
警
察
署
、
環
境
保

全
課
、
各
支
所
の
い
ず
れ
か
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■問 
環
境
保
全
課
環
境
保
全
班
（
緯

内
線
3
6
5
）、
印
旛
支
所
市
民

 6月は動物の正しい飼い方推進月間

胸動物を飼う前に、周囲に迷惑をかけず、責任を持って最後まで飼うことのできる
　環境であるかどうか、よく考えましょう。
胸動物には、迷子札などをつけ、飼い主が分かるようにしましょう。逃げ出してし
   まった場合の発見にも役立ちます。
胸適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしま
　しょう。多くの子犬や子猫が、動物愛護センターなどに引き取られています。
胸動物を虐待したり捨てたりすると、法律により罰せられます。
胸公園など公の場所や他人の敷地内での排せつは、やめさせましょう。犬や猫に
　は、排せつ場所のしつけをお願いします。
胸犬は放し飼いせず、猫は室内で飼いましょう。
　※千葉県動物愛護センター本所、同東葛飾支所では犬の正しい飼い方・しつけ方
　　教室や講演会などを開催しています。
■問 印旛健康福祉センター（保健所）（緯043―483―1137）・千葉県動物愛護セ
ンター（緯碓93 5711）・（公財）千葉県動物保護管理協会（緯043―214―7814）。

ルールを守って正しく飼いましょう
子
育
て

環
境

サ
ー
ビ
ス
課
（
緯
○98 
1
1
1
1
）、

本
埜
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
緯

○97 
1
1
1
1
）、
印
西
警
察
署
（
緯

○４２ 
0
1
1
0
）。

どう猛な性格で、鋭いつめが特徴
給湯器に作られた
スズメバチの巣


